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２．水質保全に関する項目 

（１）水質保全を考慮した施設の適正管理 

・ 水質保全のために、排水路やため池内に植栽したヨシ等の植物について、

適切な時期に刈り取りを行い、排水路やため池外に搬出し処分する等の適

正な維持管理を行うこと。又は、新たにヨシ等を植栽し、適正な維持管理

を行うこと。 

・ 水質保全のために、排水路やため池内に設置した木炭等の接触材を利用し

た浄化施設等の水質改善施設について、接触材を定期的に更新する等の適

正な維持管理を行うこと。又は、新たに水質改善施設を設置し、適正な維

持管理を行うこと。 

・ 水質保全のために、排水路末端に設置した浄化池について、泥上げ、清掃

等の適正な維持管理を行うこと。又は、新たに浄化池を設置して適正な維

持管理を行うこと。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【活動のねらい】 

排水路やため池内に植物や炭等を利用した浄化施設を設置したり、排水路末端に浄化池や沈砂

池を設置したりして、水質の浄化を図ることが行われています。これらの施設は、適正な維持管

理を行うことにより、その機能が十分に発揮されます。 

 

【活動の内容】 

①水生植物による植生浄化施設（水路、ため池、浄化池に設置） 

この手法はヨシやガマ等の水生植物を群

落として植栽・維持管理することにより、

植物に付着する微生物や植物そのものが水

中の窒素等を吸収するものです。 

②浮島（ため池等） 

ため池、湖沼等では、人工の浮島にガマ

等の水生植物を植栽して、上記水生植物に

よる浄化で説明したような水質浄化効果を

発揮させる方法があります。 
水質浄化水路 

③木炭等による浄化施設 

微小な孔が沢山あいている構造（多孔質態）の木炭やカーボンファイバー等を利用して水

質浄化を図る方法です。木炭等の微小な孔部に微生物が付着し、その働きで水質が浄化され

ます。 
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木炭施用例 
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 カーボンファイバー施用例 
項】 

浄化機能を有する設備を構築しても、その後の管理が水質浄化効果に大きく影響します。

のの水質浄化手法の特徴を把握して、その効果の発揮のために必要な管理を定期的に行

があります。 

を利用した水質浄化手法を採用している場合は、植物が枯れた際に、吸収した窒素等が

中にもどることのないようにするほか、水路のごみとなり水路そのものの機能に悪影響

すことがないように、定期的に刈り払いを行うことが求められます。また、既に外来植

えばホテイアオイ等）を用いて水質浄化を実施している場合は、その植物が他の地域に

こと（逸出）を防ぐ必要があり、できれば、その植物の種類を、セリ等の在来種に変更

とを検討してください。水路やため池で浄化を行う施設については水路内のごみ除去を

方がより良好な効果が期待できます。また、水路の通水能力に影響が生じないように水

施設を設置し、管理します。 

質保全を考慮した施設の適正管理】 

動例～ 

象 

浄化池 2箇所（のべ 56a） 

動内容 

県営の水質保全対策事業により、浄化池が設置され

したが、農家の減少や高齢化に伴い、従来から行っ

いた農家だけの管理作業では対応できなくなりまし

。このため、適正な管理を実施するために、水質保

管理運営協議会を設立し、地域住民を含めた草刈り

泥上げ等の維持保全活動を実施しています。 
 

動時期 

年 1回（6月） 

 

農業者と地域住民の計 60 人 
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浄化池の状況


